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優先株式発行要項 

1. 優先株式発行要項（Ａ種優先株式） 

(1) 募集株式の種類  株式会社ＣＳＫホールディングスＡ種優先株式（以下「Ａ種
優先株式」という｡） 

(2) 募集株式の数  15,000株 
(3) 募集株式の払込金額  １株につき1,000,000円 
(4) 払込金額の総額  15,000,000,000円 
(5) 増加する資本金及び

資本準備金に関する
事項 

 増加する資本金の額は7,500,000,000円（１株につき500,000
円）とし、増加する資本準備金の額は7,500,000,000円（１株
につき500,000円）とする。 

(6) 募集方法  第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。 
住友信託銀行株式会社 5,350株
株式会社三井住友銀行 5,650株
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2,143株
株式会社みずほコーポレート銀行 1,857株
 

(7) 各割当先の出資の目
的とする財産の内容
及び価額 

 a.住友信託銀行株式会社 
住友信託銀行株式会社の当会社に対する以下の債権 
2009年８月28日付約束手形に基づく貸付債権金50億円の全
額 
2009年８月31日付約束手形に基づく貸付債権金80億円のう
ち金３億5000万円 

b.株式会社三井住友銀行 
株式会社三井住友銀行の当会社に対する以下の債権 
2008年９月30日付特殊当座借越契約書に基づく貸付債権金
105億円のうち金56億5000万円 

c.株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の当会社に対する以下の債権
2009年８月31日付約束手形に基づく貸付債権金50億円のう
ち金21億4300万円 

d.株式会社みずほコーポレート銀行 
株式会社みずほコーポレート銀行の当会社に対する以下の
債権 
2003年12月26日付特別当座貸越約定書に基づく貸付債権金
130億円のうち金18億5700万円 

(8) 給付期日  2009年９月30日 
 (9) Ａ種優先株式に対する剰余金の配当（優先期末配当） 
  a.Ａ種優先配当金 

当会社は、2012年４月１日以降、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録され
た株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当をするときは、同日の最終の株主名
簿に記載又は記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」とい
う｡）又はＡ種優先株式の登録株式質権者 (以下「Ａ種優先登録株式質権者」とい
う｡）に対し、普通株式を有する株主（以下 ｢普通株主」という｡）又は普通株式の登
録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という｡）に先立ち、Ａ種優先株式１株
につき、本項第b.号に定める金額（以下「Ａ種優先配当金額」という｡）の金銭によ
る剰余金の配当（以下「Ａ種優先配当」という｡）を行う。ただし、当該事業年度に
おいて、第(10)項に従ってＡ種優先中間配当（第(10)項において定義される｡）を行
った場合には、当該Ａ種優先中間配当の金額を控除した額をＡ種優先配当金額とする。
また、ある事業年度につき、Ａ種優先配当金額とＡ種優先中間配当の金額の合計額は
100,000円（ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に
必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額
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とする｡）を上限とし、当該金額を超えて剰余金の配当を行わない。当会社は、上記
に定めるＡ種優先配当以外には、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、
剰余金の配当を行わない。 

  b.剰余金の配当を行う場合のＡ種優先配当金の金額 
Ａ種優先配当金額は、Ａ種優先株式の１株当たりの払込金額（1,000,000円。ただし、
Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発
生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当
年率（以下に定義される｡）を乗じて算出した額（ただし、１円未満は切り捨て）と
する。 
｢優先配当年率」とは、Ａ種優先配当又はＡ種優先中間配当の基準日の属する事業年
度の４月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の日本円ＴＩＢＯＲ 
(６ヵ月物)（以下に定義される｡）＋1.0％の利率をいう。優先配当年率は％未満小数
第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 
｢日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)」とは、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョ
ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし
て全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ
月物）が公表されない場合には、同日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業
日）ロンドン時間午前11時にスクリーンページに表示されるユーロ円６ヵ月物ロンド
ン・インターバンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし
て英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを用
いる。 

 (10) Ａ種優先株式に対する剰余金の配当（優先中間配当） 
当会社は、2012年４月１日以降、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録され
た株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、同日の最終の株主名簿に
記載又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は
普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式の払込金額 
(1,000,000円。ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額とする｡）に優先配当年率の２分の１を乗じて算出した金額（ただし、１円未満は
切り捨て）の金銭による剰余金の配当（以下「Ａ種優先中間配当」という｡）を行う。 

 (11) 累積条項 
ある事業年度において、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払う剰
余金の配当の金額の合計額がＡ種優先配当金額に達しない場合、その不足額は翌事業
年度以降に累積する。累積した不足額（以下「累積未払Ａ種優先配当金額」とい
う｡）については、当該翌事業年度以降、その事業年度のＡ種優先配当及び普通株主
又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、Ａ種優先株主又はＡ種優先
登録株式質権者に対して配当する。 

 (12) 非参加条項 
Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金額及び累積未
払Ａ種優先配当金額（もしあれば）の合計額を超えて剰余金の配当は行わない。ただ
し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法
第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行
われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金
の配当についてはこの限りではない。 

 (13) 残余財産の分配 
当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に
対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株当たりの残余財
産分配価額として、1,000,000円（ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合
その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により
合理的に調整された額とする｡）に、残余財産の分配時点における累積未払Ａ種優先
配当金額（もしあれば）の合計額を加えた金額を支払う。Ａ種優先株式と同順位の他
の優先株式その他の証券（以下「同順位証券」という｡）が単一又は複数存在し、Ａ
種優先株式及び同順位証券の保有者の有する残余財産分配請求権の額の合計額が当会
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社の残余財産の額を超える場合には、Ａ種優先株式及び同順位証券の保有者に対して
支払われる残余財産の分配価額は、その株数及びその払込金額に応じた比例按分の方
法により決定する。 
Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を
行わない。 

 (14) 優先順位 

Ａ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、Ｂ種優先株式と同順位とし、Ｃ種優先株

式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式に優先する。また、Ａ種優先株式

の残余財産の分配順位は、Ｂ種優先株式と同順位とし、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、

Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式に劣後する。 

 (15) 議決権 

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

 (16) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株式の分割又は併合を行

わない。 

当会社は、Ａ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の

割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行

わない｡ 

 (17) 金銭を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ａ種優先株主は、当会社に対し、2016年３月１日以降いつでも、当会社に対してＡ種

優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求（以下「金銭対

価取得請求」という｡）することができる。当会社は、かかる請求がなされた場合に

は、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」とい

う｡）における取得上限額（本(17)項第b.号において定義される｡）を限度として法令

上可能な範囲で、当該金銭対価取得請求日に、Ａ種優先株式の全部又は一部の取得と

引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金

銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＡ種優先株式は金銭対価取

得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。 

  b.取得価額 

金銭対価取得請求が行われた場合におけるＡ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,000,000円（ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価取得請求日における累積未払Ａ種優先配当金額（もし

あれば）の合計額、及び当該金銭対価取得請求日が属する事業年度末日を基準日とす

るＡ種優先配当に係るＡ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含

む｡）から当該金銭対価取得請求日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算

出した額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 
｢取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以
下「分配可能額計算日」という｡）における分配可能額（会社法第461条第２項に定め
るものをいう。以下同じ｡）を基準とし、当該分配可能額が150億円を超えている場合
において、当該分配可能額より150億円を控除した金額から、分配可能額計算日の翌
日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない｡）までの間において、(1)当会社株
式に対してなされた剰余金の配当、並びに(2)本(17)項若しくは第(18)項又はＢ種優
先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式若しくはＦ種優先株式の発行要
項に基づいて金銭を対価として取得された、若しくは取得することを当会社取締役会
において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ
種優先株式及びＦ種優先株式の取得価額の合計を減じた額とする。ただし、取得上限
額がマイナスの場合は０円とする。 

  c.金銭対価取得請求の競合 
本(17)項に基づくＡ種優先株式の取得並びにこれと同一の日において取得されるべき
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Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種
優先株式の取得に必要な金額の合計が、当該日における取得上限額を超える場合、当
会社が取得すべき株式は、取得と引換えに金銭を交付することとなる各種優先株式の
取得に必要な金額に応じた比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理
的な方法によって取得がなされるものとする。 

 (18) 金銭を対価とする取得条項 
  a.取得条項の内容 

当会社は、2012年４月１日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下 
｢金銭対価強制取得日」という｡）の到来をもって、当会社がＡ種優先株式の全部又は
一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を限度と
して、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して金銭を交付することができ
る（以下 ｢金銭対価強制取得」という｡)。なお、一部取得を行う場合において取得す
るＡ種優先株式は、抽選、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な方法に
よって決定されるものとする。 

  b.取得価額 
金銭対価強制取得が行われる場合におけるＡ種優先株式１株当たりの取得価額は、
1,000,000円（ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額とする｡）に115％を乗じた額に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日
を基準日とするＡ種優先配当に係るＡ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１
日 (同日を含む｡）から当該金銭対価強制取得日（同日を含む｡）までの日数を乗じ
365で除して算出した額（１円未満は四捨五入）及び当該金銭対価強制取得日におけ
る累積未払Ａ種優先配当金額（もしあれば）の合計額を加えた金額とする。 

 (19) 普通株式を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ａ種優先株主は、2017年３月１日から2027年９月30日までの期間中、本(19)項第c.号

に定める条件で、当会社がＡ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会

社の普通株式を交付することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」と

いい、金銭対価取得請求とあわせて「Ａ種優先株式取得請求」という｡)。 

  b.株式対価取得請求の制限 

前号にかかわらず、株式対価取得請求の日（以下「株式対価取得請求日」という｡）

において、剰余授権株式数（以下に定義される｡）が請求対象普通株式総数（以下に

定義される｡）を下回る場合には、(ⅰ)Ａ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株

式対価取得請求を行ったＡ種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株

式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切

り捨てる｡）のＡ種優先株式についてのみ、当該Ａ種優先株主の株式対価取得請求に

基づくＡ種優先株式の取得の効力が生じるものとし、取得の効力が生じるＡ種優先株

式以外の株式対価取得請求に係るＡ種優先株式については、株式対価取得請求がなさ

れなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＡ種優先株

式は、抽選、株式対価取得請求がなされたＡ種優先株式の数に応じた比例按分その他

当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。また、株式

対価取得請求に係るＡ種優先株式を当会社が取得と同時に消却する場合、かかる消却

による発行済株式総数の減少を考慮して、取得の効力が生じるＡ種優先株式の数を決

する。 

｢剰余授権株式数」とは、(ⅰ)当該株式対価取得請求日における定款に定める当会社

の発行可能株式総数より、(ⅱ)①当該株式対価取得請求日における発行済株式の総数 

(自己株式を除く｡)、及び②当該株式対価取得請求日に発行されている新株予約権 

(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。ただし、当該株式対価取得請求日

において行使することができる期間の初日が到来していないものを除く｡）の全てが

行使されたものとみなした場合に発行されるべき株式の数の合計数を控除した数をい

う。 

32 



 

｢請求対象普通株式総数」とは、Ａ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株式対価

取得請求を行ったＡ種優先株式に係る払込金額の総額（ただし、Ａ種優先株式につい

て、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当

会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする｡）を、当該株式対価取得請

求日における下記(19)項第c.号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位

まで算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）の総数をいう。 
  c.株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法 

上記(19)項第a.号の株式対価取得請求に基づき当会社がＡ種優先株式の取得と引換え
にＡ種優先株主に対し交付すべき当会社の普通株式数は、当該Ａ種優先株式に係る払
込金額の総額（ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額の総額とする｡）を、本号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位ま
で算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）とする。なお、Ａ種優先株式を取得する
のと引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、
会社法第167条第３項に従い現金を交付する。 

   (a) 当初転換価額 
当初の転換価額は、(i)給付期日（割当日）の翌日に先立つ45取引日目に始まる
30取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という｡）におけ
る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む｡）の平均値（終
値のない日数を除く｡)、又は(ⅱ)給付期日（割当日）の翌日に先立つ45取引日目 
(ただし、終値のない日は取引日に含めない｡）に始まる30取引日（ただし、終値
のない日は取引日に含めない｡）の東京証券取引所における当会社の普通株式の
普通取引の毎日の終値の平均値のいずれか高い方（ただし、下限は110円とす
る｡）とする。その計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する。 

   (b) 転換価額の修正 
転換価額は、2018年３月１日から2027年９月30日までの期間中、毎年３月１日に、
当該日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当会
社の普通株式の各取引日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ価格」とい
う｡）として東京証券取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、
上記30連続取引日において東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない
日が存在する場合には、上記単純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純
平均価格を算出するものとする｡）に相当する金額（以下「修正後転換価額」と
いう｡）に修正される。その計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数
第２位を四捨五入する。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換価
額の300％に相当する金額（以下「上限転換価額」という。ただし、下記(c)に定
める転換価額の調整が行われた場合には上限転換価額にも必要な調整が行われ
る｡）を上回る場合には、上限転換価額をもって修正後転換価額とし、修正後転
換価額が当初転換価額の45％に相当する金額（以下「下限転換価額」という。た
だし、下記(c)に定める転換価額の調整が行われた場合には下限転換価額にも必
要な調整が行われる｡）を下回る場合には、下限転換価額をもって修正後転換価
額とする。 

   (c) 転換価額の調整 

    ⅰ．転換価額調整式 

当会社は、Ａ種優先株式の発行後、下記本号ⅱ.に掲げる各事由により当会社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整す

る。転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 
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   交付株式数 × １株当たりの払込金額 既発行
株式数

＋
時価 調 整 後

転換価額
＝ 

調 整 前 
転換価額 

×
既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 
上記転換価額調整式において使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用す

る日（ただし、下記本号ⅲ.の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値

(気配表示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

上記転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該

基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における

当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通

株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記本号ⅱ.又は本号ⅲ.に基づき交

付株式数とみなされた当会社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の

普通株式の株式数を加えた数とする。また、当会社の普通株式の株式分割が行

われる場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当

会社の有する当会社の普通株式に割当てられる当会社の普通株式数を含まない

ものとする｡ 

    ⅱ．転換価額調整事由 

転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交

付する場合（ただし、下記本号(ⅱ)の場合、取得と引換えに当会社の普通

株式が交付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当

会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権を含む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又

は当会社が存続会社となる合併若しくは完全親会社となる株式交換により

当会社の普通株式を交付する場合を除く｡)。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。

ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合｡ 

調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌

日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを

適用する。ただし、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普

通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付す

る定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株

予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本号ⅰ.

に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けること

ができる新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を

発行する場合。 
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調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条

項付新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新

株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初

の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の

翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適

用する。 

(ⅳ) 普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の
算式により、転換価額を調整する。 

 
併合前発行済普通株式数 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
併合後発行済普通株式数 

 
    ⅲ．その他の転換価額の調整 

上記本号ii.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な転換価額に調整を行う。 

(ⅰ) 合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割
のために転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に
より転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ
く調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に
よる影響を考慮する必要があるとき。 

    ⅳ．転換価額による調整を行わない場合 
転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差
額が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、
かかる調整後転換価額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した
場合の転換価額調整式において調整前転換価額とする。 

    ⅴ．転換価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ａ種
優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整
後の転換価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

  d.株式対価取得請求の競合 
本(19)項に基づくＡ種優先株式の株式対価取得請求日にＡ種優先株式の取得の対価と
して交付されるべき普通株式数、並びにこれと同一の日において取得されるべきＡ種
優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先
株式の取得の対価として交付されるべき普通株式数の合計数が剰余授権株式数を上回
る場合には、取得と引換えに当会社の発行が予定されている普通株式の株数に応じた
比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行
うものとする。 

 (20) Ａ種優先株式取得請求受付場所 

   住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 (21) Ａ種優先株式取得請求の効力発生 

取得請求書が所定のＡ種優先株式取得請求受付場所に到達した時にＡ種優先株式取得

請求の効力が生じる。 

 (22) 普通株式を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、2027年10月１日以降の日で、当会社が別途取締役会の決議で定める一定の

日（以下「株式対価強制取得日」という｡）に、交付する当会社の普通株式の数が当

該株式対価強制取得日における剰余授権株式数を超えない限度で、当会社の普通株式

を交付するのと引換えに、Ａ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。こ
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の場合、当会社は、Ａ種優先株式の取得と引換えに、当該Ａ種優先株式に係る払込金

額の総額（ただし、Ａ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の

総額とする｡）を、株式対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の

東京証券取引所における当会社の普通株式の各取引日のＶＷＡＰ価格として東京証券

取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30連続取引日において

東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存在する場合には、上記単

純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価格を算出するものとする。こ

の場合、円位未満小数第２位まで算出して小数第２位を四捨五入する｡）に相当する

金額で除した数の当会社の普通株式を交付する。なお、当該株式数の算出にあたり１

株未満の端数が生じた場合には、会社法第234条に従い現金を交付する。 

  b.一部強制取得 

Ａ種優先株式の一部につき本項に基づく取得を行う場合は、按分比例、抽選その他当

会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行うものとする。 

 (23) 除斥期間 

当会社定款の配当金の除斥期間に関する規定は、Ａ種優先配当及びＡ種優先中間配当

に係る支払いについてこれを準用する。 

 (24) その他 

上記に定めるものの他、本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定に

ついては、代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、

当会社株主総会において定款変更を含むＡ種優先株式の発行に必要な議案が承認され

ること及び関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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2. 優先株式発行要項（Ｂ種優先株式） 
(1) 募集株式の種類  株式会社ＣＳＫホールディングスＢ種優先株式（以下「Ｂ種

優先株式」という｡） 
(2) 募集株式の数  15,000株 
(3) 募集株式の払込金額  １株につき1,000,000円 
(4) 払込金額の総額  15,000,000,000円 
(5) 増加する資本金及び

資本準備金に関する
事項 

 増加する資本金の額は7,500,000,000円（１株につき500,000
円）とし、増加する資本準備金の額は7,500,000,000円（１株
につき500,000円）とする。 

(6) 募集方法  第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。 
住友信託銀行株式会社 5,350株
株式会社三井住友銀行 5,650株
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2,143株
株式会社みずほコーポレート銀行 1,857株
 

(7) 各割当先の出資の目
的とする財産の内容
及び価額 

 a.住友信託銀行株式会社 
住友信託銀行株式会社の当会社に対する以下の債権 
2009年８月31日付約束手形に基づく貸付債権金50億円の全
額 
2009年８月31日付約束手形に基づく貸付債権金80億円のう
ち金３億5000万円 

b.株式会社三井住友銀行 
株式会社三井住友銀行の当会社に対する以下の債権 
2008年９月30日付特殊当座借越契約書に基づく貸付債権金
105億円のうち金48億5000万円 
2009年８月28日付特殊当座借越契約書に基づく貸付債権金
50億円のうち金８億円 

c.株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の当会社に対する以下の債権
2009年８月31日付約束手形に基づく貸付債権金50億円のう
ち金21億4300万円 

d.株式会社みずほコーポレート銀行 
株式会社みずほコーポレート銀行の当会社に対する以下の
債権 
2003年12月26日付特別当座貸越約定書に基づく貸付債権金
130億円のうち金18億5700万円 

(8) 給付期日  2009年９月30日 
 (9) Ｂ種優先株式に対する剰余金の配当（優先期末配当） 
  a.Ｂ種優先配当金 

当会社は、2012年４月１日以降、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録され
た株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当をするときは、同日の最終の株主名
簿に記載又は記録されたＢ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」とい
う｡）又はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」とい
う｡）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という｡）又は普通株式の登
録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という｡）に先立ち、Ｂ種優先株式１株
につき、本項第b.号に定める金額（以下「Ｂ種優先配当金額」という｡）の金銭によ
る剰余金の配当（以下「Ｂ種優先配当」という｡）を行う。ただし、当該事業年度に
おいて、第(10)項に従ってＢ種優先中間配当（第(10)項において定義される｡）を行
った場合には、当該Ｂ種優先中間配当の金額を控除した額をＢ種優先配当金額とする。
また、ある事業年度につき、Ｂ種優先配当金額とＢ種優先中間配当の金額の合計額は
100,000円（ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に
必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額
とする｡）を上限とし、当該金額を超えて剰余金の配当を行わない。 
当会社は、上記に定めるＢ種優先配当以外には、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式
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質権者に対し、剰余金の配当を行わない。 
  b.剰余金の配当を行う場合のＢ種優先配当金の金額 

Ｂ種優先配当金額は、Ｂ種優先株式の１株当たりの払込金額（1,000,000円。ただし、
Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発
生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当
年率（以下に定義される｡）を乗じて算出した額（ただし、１円未満は切り捨て）と
する。 
｢優先配当年率」とは、Ｂ種優先配当又はＢ種優先中間配当の基準日の属する事業年
度の４月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の日本円ＴＩＢＯＲ 
(６ヵ月物)（以下に定義される｡）＋1.2％の利率をいう。優先配当年率は％未満小数
第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 
｢日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)」とは、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョ
ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし
て全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ
月物）が公表されない場合には、同日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業
日）ロンドン時間午前11時にスクリーンページに表示されるユーロ円６ヵ月物ロンド
ン・インターバンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし
て英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを用
いる。 

 (10) Ｂ種優先株式に対する剰余金の配当（優先中間配当） 
当会社は、2012年４月１日以降、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録され
た株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、同日の最終の株主名簿に
記載又は記録されたＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は
普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先株式の払込金額 
(1,000,000円。ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額とする｡）に優先配当年率の２分の１を乗じて算出した金額（ただし、１円未満は
切り捨て）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｂ種優先中間配当」という｡）を行う。 

 (11) 累積条項 
ある事業年度において、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して支払う剰
余金の配当の金額の合計額がＢ種優先配当金額に達しない場合、その不足額は翌事業
年度以降に累積する。累積した不足額（以下「累積未払Ｂ種優先配当金額」とい
う｡）については、当該翌事業年度以降、その事業年度のＢ種優先配当及び普通株主
又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、Ｂ種優先株主又はＢ種優先
登録株式質権者に対して配当する。 

 (12) 非参加条項 
Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金額及び累積未
払Ｂ種優先配当金額（もしあれば）の合計額を超えて剰余金の配当は行わない。ただ
し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法
第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行
われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金
の配当についてはこの限りではない。 

 (13) 残余財産の分配 
当会社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に
対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株当たりの残余財
産分配価額として、1,000,000円（ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合
その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により
合理的に調整された額とする｡）に、残余財産の分配時点における累積未払Ｂ種優先
配当金額（もしあれば）の合計額を加えた金額を支払う。Ｂ種優先株式と同順位の他
の優先株式その他の証券（以下「同順位証券」という｡）が単一又は複数存在し、Ｂ
種優先株式及び同順位証券の保有者の有する残余財産分配請求権の額の合計額が当会
社の残余財産の額を超える場合には、Ｂ種優先株式及び同順位証券の保有者に対して
支払われる残余財産の分配価額は、その株数及びその払込金額に応じた比例按分の方
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法により決定する。 
Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を
行わない。 

 (14) 優先順位 

Ｂ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式と同順位とし、Ｃ種優先株

式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式に優先する。また、Ｂ種優先株式

の残余財産の分配順位は、Ａ種優先株式と同順位とし、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、

Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式に劣後する。 

 (15) 議決権 

Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

 (16) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式について株式の分割又は併合を行

わない。 

当会社は、Ｂ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の

割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行

わない。 

 (17) 金銭を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｂ種優先株主は、当会社に対し、2018年３月１日以降いつでも、当会社に対してＢ種

優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求（以下「金銭対

価取得請求」という｡）することができる。当会社は、かかる請求がなされた場合に

は、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」とい

う｡）における取得上限額（本(17)項第b.号において定義される｡）を限度として法令

上可能な範囲で、当該金銭対価取得請求日に、Ｂ種優先株式の全部又は一部の取得と

引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金

銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＢ種優先株式は金銭対価取

得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。 

  b.取得価額 

金銭対価取得請求が行われた場合におけるＢ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,000,000円（ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価取得請求日における累積未払Ｂ種優先配当金（もしあ

れば）の合計額、及び当該金銭対価取得請求日が属する事業年度末日を基準日とする

Ｂ種優先配当にかかるＢ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含

む｡）から当該金銭対価取得請求日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算

出した額 (１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

｢取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以
下「分配可能額計算日」という｡）における分配可能額（会社法第461条第２項に定め
るものをいう。以下同じ｡）を基準とし、当該分配可能額が150億円を超えている場合
において、当該分配可能額より150億円を控除した金額から、分配可能額計算日の翌
日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない｡）までの間において、(1)当会社株
式に対してなされた剰余金の配当、並びに(2)本(17)項若しくは第(18)項又はＡ種優
先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式若しくはＦ種優先株式の発行要
項に基づいて金銭を対価として取得された、若しくは取得することを当会社取締役会
において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ
種優先株式及びＦ種優先株式の取得価額の合計を減じた額とする。ただし、取得上限
額がマイナスの場合は０円とする。 

  c.金銭対価取得請求の競合 
本(17)項に基づくＢ種優先株式の取得並びにこれと同一の日において取得されるべき
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Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種
優先株式の取得に必要な金額の合計が、当該日における取得上限額を超える場合、当
会社が取得すべき株式は、取得と引換えに金銭を交付することとなる各種優先株式の
取得に必要な金額に応じた比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理
的な方法によって取得がなされるものとする。 

 (18) 金銭を対価とする取得条項 
  a.取得条項の内容 

当会社は、2012年４月１日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下 
｢金銭対価強制取得日」という｡）の到来をもって、当会社がＢ種優先株式の全部又は
一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を限度と
して、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して金銭を交付することができ
る（以下 ｢金銭対価強制取得」という｡)。なお、一部取得を行う場合において取得す
るＢ種優先株式は、抽選、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な方法に
よって決定されるものとする。 

  b.取得価額 
金銭対価強制取得が行われる場合におけるＢ種優先株式１株当たりの取得価額は、
1,000,000円（ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額とする｡）に115％を乗じた額に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日
を基準日とするＢ種優先配当に係るＢ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１
日 (同日を含む｡）から当該金銭対価強制取得日（同日を含む｡）までの日数を乗じ
365で除して算出した額（１円未満は四捨五入）及び当該金銭対価強制取得日におけ
る累積未払Ｂ種優先配当金額（もしあれば）の合計額を加えた金額とする。 

 (19) 普通株式を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｂ種優先株主は、2019年３月１日から2029年９月30日までの期間中、本(19)項第c.号

に定める条件で、当会社がＢ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会

社の普通株式を交付することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」と

いい、金銭対価取得請求とあわせて「Ｂ種優先株式取得請求」という｡)。 

  b.株式対価取得請求の制限 

前号にかかわらず、株式対価取得請求の日（以下「株式対価取得請求日」という｡）

において、剰余授権株式数（以下に定義される｡）が請求対象普通株式総数（以下に

定義される｡）を下回る場合には、(ⅰ)Ｂ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株

式対価取得請求を行ったＢ種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株

式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切

り捨てる｡）のＢ種優先株式についてのみ、当該Ｂ種優先株主の株式対価取得請求に

基づくＢ種優先株式の取得の効力が生じるものとし、取得の効力が生じるＢ種優先株

式以外の株式対価取得請求に係るＢ種優先株式については、株式対価取得請求がなさ

れなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＢ種優先株

式は、抽選、株式対価取得請求がなされたＢ種優先株式の数に応じた比例按分その他

当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。また、株式

対価取得請求に係るＢ種優先株式を当会社が取得と同時に消却する場合、かかる消却

による発行済株式総数の減少を考慮して、取得の効力が生じるＢ種優先株式の数を決

する。 

｢剰余授権株式数」とは、(ⅰ)当該株式対価取得請求日における定款に定める当会社

の発行可能株式総数より、(ⅱ)①当該株式対価取得請求日における発行済株式の総数 

(自己株式を除く｡)、及び②当該株式対価取得請求日に発行されている新株予約権 

(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。ただし、当該株式対価取得請求日

において行使することができる期間の初日が到来していないものを除く｡）の全てが

行使されたものとみなした場合に発行されるべき株式の数の合計数を控除した数をい

う。 
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｢請求対象普通株式総数」とは、Ｂ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株式対価

取得請求を行ったＢ種優先株式に係る払込金額の総額（ただし、Ｂ種優先株式につい

て、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当

会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする｡）を、当該株式対価取得請

求日における下記(19)項第c.号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位

まで算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）の総数をいう。 
  c.株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法 

上記(19)項第a.号の株式対価取得請求に基づき当会社がＢ種優先株式の取得と引換え
にＢ種優先株主に対し交付すべき当会社の普通株式数は、当該Ｂ種優先株式に係る払
込金額の総額（ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額の総額とする｡）を、本号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位ま
で算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）とする。なお、Ｂ種優先株式を取得する
のと引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、
会社法第167条第３項に従い現金を交付する。 

   (a) 当初転換価額 
当初の転換価額は、(ⅰ)給付期日（割当日）の翌日に先立つ45取引日目に始まる
30取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という｡）におけ
る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む｡）の平均値（終
値のない日数を除く｡)、又は(ⅱ)給付期日（割当日）の翌日に先立つ45取引日目 
(ただし、終値のない日は取引日に含めない｡）に始まる30取引日（ただし、終値
のない日は取引日に含めない｡）の東京証券取引所における当会社の普通株式の
普通取引の毎日の終値の平均値のいずれか高い方（ただし、下限は110円とす
る｡) とする。その計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する。 

   (b) 転換価額の修正 
転換価額は、2020年３月１日から2029年９月30日までの期間中、毎年３月１日に、
当該日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当会
社の普通株式の各取引日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ価格」という｡) 
として東京証券取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30
連続取引日において東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存
在する場合には、上記単純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価
格を算出するものとする｡）に相当する金額（以下「修正後転換価額」という｡）
に修正される。その計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換価額の
300％に相当する金額（以下「上限転換価額」という。ただし、下記(c)に定める
転換価額の調整が行われた場合には上限転換価額にも必要な調整が行われる｡) 
を上回る場合には、上限転換価額をもって修正後転換価額とし、修正後転換価額
が当初転換価額の45％に相当する金額（以下「下限転換価額」という。ただし、
下記(c)に定める転換価額の調整が行われた場合には下限転換価額にも必要な調
整が行われる｡）を下回る場合には、下限転換価額をもって修正後転換価額とす
る。 

   (c) 転換価額の調整 

    ⅰ．転換価額調整式 

当会社は、Ｂ種優先株式の発行後、下記本号ⅱ.に掲げる各事由により当会社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整す

る。転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 
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   交付株式数 × １株当たりの払込金額 既発行
株式数

＋
時価 調 整 後

転換価額
＝ 

調 整 前 
転換価額 

×
既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 
上記転換価額調整式において使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用す

る日（ただし、下記本号ⅲ.の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 

(気配表示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

上記転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該

基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における

当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通

株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記本号ⅱ.又は本号ⅲ.に基づき交

付株式数とみなされた当会社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の

普通株式の株式数を加えた数とする。また、当会社の普通株式の株式分割が行

われる場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当

会社の有する当会社の普通株式に割当てられる当会社の普通株式数を含まない

ものとする｡ 

    ⅱ．転換価額調整事由 

転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交

付する場合（ただし、下記本号(ⅱ)の場合、取得と引換えに当会社の普通

株式が交付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当

会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権を含む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又

は当会社が存続会社となる合併若しくは完全親会社となる株式交換により

当会社の普通株式を交付する場合を除く｡)。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。

ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合。 

調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌

日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを

適用する。ただし、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普

通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付す

る定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株

予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本号ⅰ.

に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けること

ができる新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を

発行する場合。 
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調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条

項付新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新

株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初

の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の

翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適

用する。 

(ⅳ) 普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の

算式により、転換価額を調整する。 
 

併合前発行済普通株式数 
調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×

併合後発行済普通株式数 
 

    ⅲ．その他の転換価額の調整 

上記本号ⅱ.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な転換価額に調整を行う。 

(ⅰ) 合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割

のために転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ

く調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に

よる影響を考慮する必要があるとき。 

    ⅳ．転換価額による調整を行わない場合 

転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差

額が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、

かかる調整後転換価額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した

場合の転換価額調整式において調整前転換価額とする。 

    ⅴ．転換価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ｂ種

優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整

後の転換価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

  d.株式対価取得請求の競合 

本(19)項に基づくＢ種優先株式の株式対価取得請求日にＢ種優先株式の取得の対価と

して交付されるべき普通株式数、並びにこれと同一の日において取得されるべきＡ種

優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先

株式の取得の対価として交付されるべき普通株式数の合計数が剰余授権株式数を上回

る場合には、取得と引換えに当会社の発行が予定されている普通株式の株数に応じた

比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行

うものとする。 

 (20) Ｂ種優先株式取得請求受付場所 

   住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 (21) Ｂ種優先株式取得請求の効力発生 

取得請求書が所定のＢ種優先株式取得請求受付場所に到達した時にＢ種優先株式取得

請求の効力が生じる。 

 (22) 普通株式を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

43 



 

当会社は、2029年10月１日以降の日で、当会社が別途取締役会の決議で定める一定の

日（以下「株式対価強制取得日」という｡）に、交付する当会社の普通株式の数が当

該株式対価強制取得日における剰余授権株式数を超えない限度で、当会社の普通株式

を交付するのと引換えに、Ｂ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。こ

の場合、当会社は、Ｂ種優先株式の取得と引換えに、当該Ｂ種優先株式に係る払込金

額の総額（ただし、Ｂ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の

総額とする｡）を、株式対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の

東京証券取引所における当会社の普通株式の各取引日のＶＷＡＰ価格として東京証券

取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30連続取引日において

東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存在する場合には、上記単

純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価格を算出するものとする。こ

の場合、円位未満小数第２位まで算出して小数第２位を四捨五入する｡）に相当する

金額で除した数の当会社の普通株式を交付する。なお、当該株式数の算出にあたり１

株未満の端数が生じた場合には、会社法第234条に従い現金を交付する。 

  b.一部強制取得 

Ｂ種優先株式の一部につき本項に基づく取得を行う場合は、按分比例、抽選その他当

会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行うものとする。 

 (23) 除斥期間 

当会社定款の配当金の除斥期間に関する規定は、Ｂ種優先配当及びＢ種優先中間配当

に係る支払いについてこれを準用する。 

 (24) その他 

上記に定めるものの他、本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定に

ついては、代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、

当会社株主総会において定款変更を含むＢ種優先株式の発行に必要な議案が承認され

ること及び関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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3. 優先株式発行要項（Ｃ種優先株式） 

(1) 募集株式の種類  株式会社ＣＳＫホールディングスＣ種優先株式（以下「Ｃ種

優先株式」という｡） 

(2) 募集株式の数  227,273株 

(3) 募集株式の払込金額  １株につき11,000円 

(4) 払込金額の総額  2,500,003,000円 

(5) 増加する資本金及び

資本準備金に関する

事項 

 増加する資本金の額は1,250,001,500円（１株につき5,500

円）とし、増加する資本準備金の額は1,250,001,500円（１株

につき5,500円）とする。 

(6) 申込期日  2009年９月30日 

(7) 払込期日  2009年９月30日 

(8) 募集方法  第三者割当の方法により、全てのＣ種優先株式を合同会社Ａ

ＣＡインベストメンツに割り当てる。 

 (9) Ｃ種優先株式に対する剰余金の配当（優先期末配当） 

  a.Ｃ種優先配当金 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年３月31日の最終の株

主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当をすると

きは、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＣ種優先株式を有する株主（以下 

｢Ｃ種優先株主」という｡）又はＣ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優先登録

株式質権者」という｡）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という｡）

又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という｡）に先立ち、

Ｃ種優先株式１株につき、本項第b.号に定める金額（以下「Ｃ種優先配当金額」とい

う｡）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｃ種優先配当」という｡）を行う。ただし、

当該事業年度において、第(10)項に従ってＣ種優先中間配当（第(10)項において定義

される｡）を行った場合には、当該Ｃ種優先中間配当の金額を控除した額をＣ種優先

配当金額とする。また、ある事業年度につき、Ｃ種優先配当金額とＣ種優先中間配当

の金額の合計額は1,100円（ただし、Ｃ種優先株式について、株式分割、併合その他

調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的

に調整された額とする｡）を上限とし、当該金額を超えて剰余金の配当を行わない。 

当会社は、上記に定めるＣ種優先配当以外には、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式

質権者に対し、剰余金の配当を行わない。 

  b.剰余金の配当を行う場合のＣ種優先配当金の金額 

Ｃ種優先配当金額は、Ｃ種優先株式の１株当たりの払込金額（11,000円。ただし、Ｃ

種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生

した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当年

率 (以下に定義される｡）を乗じて算出した額（ただし、１円未満は切り捨て）とす

る。 

｢優先配当年率」とは、Ｃ種優先配当又はＣ種優先中間配当の基準日の属する事業年

度の４月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の日本円ＴＩＢＯＲ 

(６ヵ月物）(以下に定義される｡)＋0.5％の利率をいう。優先配当年率は％未満小数

第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

｢日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)」とは、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし

て全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ

月物）が公表されない場合には、同日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業
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日）ロンドン時間午前11時にスクリーンページに表示されるユーロ円６ヵ月物ロンド

ン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ（６ヵ月物)）と

して英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを

用いる。 

 (10) Ｃ種優先株式に対する剰余金の配当（優先中間配当） 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年９月30日の最終の株

主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、

同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＣ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権

者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株につき、Ｃ

種優先株式の１株当たりの払込金額（11,000円。ただし、Ｃ種優先株式について、株

式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取

締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当年率の２分の１を乗じて算

出した金額（ただし、１円未満は切り捨て）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｃ種

優先中間配当」という｡）を行う。 

 (11) 非累積条項 

ある事業年度において、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して支払う剰

余金の額がＣ種優先配当金額に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積し

ない。 

 (12) 非参加条項 
Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対しては、Ｃ種優先配当金額を超えて剰
余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第
758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が
行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第
８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

 (13) 残余財産の分配 
当会社は、残余財産を分配するときは、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に
対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株当たりの残余財
産分配価額として､11,000円（ただし、Ｃ種優先株式について、株式分割、併合その
他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理
的に調整された額とする｡）を支払う。Ｃ種優先株式と同順位の他の優先株式その他
の証券（以下「同順位証券」という｡）が単一又は複数存在し、Ｃ種優先株式及び同
順位証券の保有者の有する残余財産分配請求権の額の合計額が当会社の残余財産の額
を超える場合には、Ｃ種優先株式及び同順位証券の保有者に対して支払われる残余財
産の分配価額は、その株数及びその払込金額に応じた比例按分の方法により決定する。 
Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を
行わない。 

 (14) 優先順位 
Ｃ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優
先株式と同順位とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に劣後する。また、Ｃ種優先株
式の残余財産の分配順位は、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式と同順位
とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に優先する。 

 (15) 議決権 
Ｃ種優先株主は、株主総会において、１株を１単元とし、１単元につき１個の議決権
を有する。 

 (16) 譲渡制限 
譲渡によるＣ種優先株式の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。 

 (17) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 
当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びＣ種優先株式の種類ごと
に、同時に同一の割合で行う。 
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当会社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びＣ種優先株式の種類ごとに、
当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。また、当会社は、新株予
約権無償割当てを行うときは、当会社の取締役会が合理的に判断するところにより、
普通株式及びＣ種優先株式の種類ごとに新株予約権無償割当てを行うことができる。 

 (18) 金銭を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｃ種優先株主は、当会社に対し、2020年３月１日以降いつでも、当会社に対してＣ種

優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求（以下「金銭対

価取得請求」という｡）することができる。当会社は、かかる請求がなされた場合に

は、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」とい

う｡）における取得上限額（本(18)項第b.号において定義される｡）を限度として法令

上可能な範囲で、当該金銭対価取得請求日に、Ｃ種優先株式の全部又は一部の取得と

引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金

銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＣ種優先株式は金銭対価取

得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。 

  b.取得価額 

金銭対価取得請求が行われた場合におけるＣ種優先株式１株当たりの取得価額は、

11,000円（ただし、Ｃ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額と

する｡）に、当該金銭対価取得請求日が属する事業年度末日を基準日とするＣ種優先

配当に係るＣ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含む｡) から

当該金銭対価取得請求日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算出した額 

(１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

｢取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以

下「分配可能額計算日」という｡）における分配可能額（会社法第461条第２項に定め

るものをいう。以下同じ｡）を基準とし、当該分配可能額が150億円を超えている場合

において、当該分配可能額より150億円を控除した金額から、分配可能額計算日の翌

日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない｡）までの間において、(1)当会社株

式に対してなされた剰余金の配当、並びに(2)本(18)項若しくは第(19)項又はＡ種優

先株式、Ｂ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式若しくはＦ種優先株式の発行要

項に基づいて金銭を対価として取得された、若しくは取得することを当会社取締役会

において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ

種優先株式及びＦ種優先株式の取得価額の合計を減じた額とする。ただし、取得上限

額がマイナスの場合は０円とする。 

  c.金銭対価取得請求の競合 

本(18)項に基づくＣ種優先株式の取得並びにこれと同一の日において取得されるべき

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種

優先株式の取得に必要な金額の合計が、当該日における取得上限額を超える場合、当

会社が取得すべき株式は、取得と引換えに金銭を交付することとなる各種優先株式の

取得に必要な金額に応じた比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理

的な方法によって取得がなされるものとする。 

 (19) 金銭を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の発行済株式の総数（ただし、当会社が保
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有するＡ種優先株式及びＢ種優先株式の株式数を除く｡）が最初に零となった日以降

いつでも（ただし、2014年４月１日以降に限る｡)、当会社の取締役会が別に定める日 

(以下「金銭対価強制取得日」という｡）の到来をもって、当会社がＣ種優先株式の全

部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を

限度として、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して金銭を交付すること

ができる（以下「金銭対価強制取得」という｡)。なお、一部取得を行う場合において

取得するＣ種優先株式は、抽選、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な

方法によって決定されるものとする。 

  b.取得価額 

金銭対価強制取得が行われる場合におけるＣ種優先株式１株当たりの取得価額は、

11,000円（ただし、Ｃ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額と

する｡）に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日を基準日とするＣ種優

先配当に係るＣ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含む｡）か

ら当該金銭対価強制取得日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算出した額 

(１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

 (20) 普通株式を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｃ種優先株主は、2010年３月１日以降いつでも、本(20)項第c.号に定める条件で、当

会社がＣ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付

することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」といい、金銭対価取得

請求とあわせて ｢Ｃ種優先株式取得請求」という｡)。 

  b.株式対価取得請求の制限 
前号にかかわらず、株式対価取得請求の日（以下「株式対価取得請求日」という｡）
において、剰余授権株式数（以下に定義される｡）が請求対象普通株式総数（以下に
定義される｡）を下回る場合には、(ⅰ)Ｃ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株
式対価取得請求を行ったＣ種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株
式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切
り捨てる｡）のＣ種優先株式についてのみ、当該Ｃ種優先株主の株式対価取得請求に
基づくＣ種優先株式の取得の効力が生じるものとし、取得の効力が生じるＣ種優先株
式以外の株式対価取得請求に係るＣ種優先株式については、株式対価取得請求がされ
なかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＣ種優先株式
は、抽選、株式対価取得請求がなされたＣ種優先株式の数に応じた比例按分その他当
会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。また、株式対
価取得請求に係るＣ種優先株式を当会社が取得と同時に消却する場合、かかる消却に
よる発行済株式総数の減少を考慮して、取得の効力が生じるＣ種優先株式の数を決す
る。 
｢剰余授権株式数」とは、(ⅰ)当該株式対価取得請求日における定款に定める当会社
の発行可能株式総数より、(ⅱ)①当該株式対価取得請求日における発行済株式の総数 
(自己株式を除く｡)、及び②当該株式対価取得請求日に発行されている新株予約権 
(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。ただし、当該株式対価取得請求日
において行使することができる期間の初日が到来していないものを除く｡）の全てが
行使されたものとみなした場合に発行されるべき株式の数の合計数を控除した数をい
う。 
｢請求対象普通株式総数」とは、Ｃ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株式対価
取得請求を行ったＣ種優先株式に係る払込金額の総額（ただし、Ｃ種優先株式につい
て、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当
会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする｡）を、当該株式対価取得請
求日における下記(20)項第c.号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位
まで算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）の総数をいう。 
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  c.株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法 
上記(20)項第a.号の株式対価取得請求に基づき当会社がＣ種優先株式の取得と引換え
にＣ種優先株主に対し交付すべき当会社の普通株式数は、当該Ｃ種優先株式に係る払
込金額の総額（ただし、Ｃ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額の総額とする｡）を、本号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位ま
で算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）とする。なお、Ｃ種優先株式を取得する
のと引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、
会社法第167条第３項に従い現金を交付する。 

   (a) 当初転換価額 

     当初の転換価額は、110円とする。 

   (b) 転換価額の修正 

転換価額は、2011年以降毎年３月１日に、当該日に先立つ45取引日目に始まる30

連続取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という｡）にお

ける当会社の普通株式の各取引日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ価格｣ 

という｡）として東京証券取引所において公表される価格の単純平均価格（ただ

し、上記30連続取引日において東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表され

ない日が存在する場合には、上記単純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた

単純平均価格を算出するものとする｡）に相当する金額（以下「修正後転換価

額」という｡）に修正される。その計算は、円位未満小数第２位まで算出し、そ

の小数第２位を四捨五入する。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初

転換価額を上回る場合には当初転換価額をもって修正後転換価額とし、修正後転

換価額が当初転換価額の70％に相当する金額（以下「下限転換価額」という。た

だし、下記(c)に定める転換価額の調整が行われた場合には下限転換価額にも必

要な調整が行われる｡）を下回る場合には下限転換価額をもって修正後転換価額

とする。 

   (c) 転換価額の調整 

    ⅰ．転換価額調整式 

当会社は、Ｃ種優先株式の発行後、下記本号ⅱ.に掲げる各事由により当会社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整す

る。転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 
 
   交付株式数 × １株当たりの払込金額 既発行

株式数
＋

時価 調 整 後
転換価額

＝ 
調 整 前 
転換価額 

×
既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 
上記転換価額調整式において使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用す

る日（ただし、下記本号ⅲ.の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 

(気配表示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

上記転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該
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基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における

当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通

株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記本号ⅱ.又は本号ⅲ.に基づき交

付株式数とみなされた当会社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の

普通株式の株式数を加えた数とする。また、当会社の普通株式の株式分割が行

われる場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当

会社の有する当会社の普通株式に割当てられる当会社の普通株式数を含まない

ものとする｡ 

    ⅱ．転換価額調整事由 

転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交

付する場合（ただし、下記本号(ⅱ)の場合、取得と引換えに当会社の普通

株式が交付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当

会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権を含む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又

は当会社が存続会社となる合併若しくは完全親会社となる株式交換により

当会社の普通株式を交付する場合を除く｡)。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。

ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合｡ 

調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌

日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを

適用する。ただし、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普

通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付す

る定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株

予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本号ⅰ.

に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けること

ができる新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を

発行する場合。 

調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条

項付新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新

株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初

の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の

翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適

用する。 
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(ⅳ) 普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の

算式により、転換価額を調整する。 
 

併合前発行済普通株式数 
調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×

併合後発行済普通株式数 
 

    ⅲ．その他の転換価額の調整 

上記本号ⅱ.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な転換価額に調整を行う。 

(ⅰ) 合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割

のために転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ

く調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に

よる影響を考慮する必要があるとき。 

    ⅳ．転換価額による調整を行わない場合 

転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差

額が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、

かかる調整後転換価額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した

場合の転換価額調整式において調整前転換価額とする。 

    ⅴ．転換価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ｃ種

優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整

後の転換価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

  d.株式対価取得請求等の競合 

本(20)項に基づくＣ種優先株式の株式対価取得請求日にＣ種優先株式の取得の対価と

して交付されるべき普通株式数、並びにこれと同一の日において取得されるべきＡ種

優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先

株式の取得の対価として交付されるべき普通株式数の合計数が剰余授権株式数を上回

る場合には、取得と引換えに当会社の発行が予定されている普通株式の株数に応じた

比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行

うものとする。 

 (21) Ｃ種優先株式取得請求受付場所 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 (22) Ｃ種優先株式取得請求の効力発生 

取得請求書が所定のＣ種優先株式取得請求受付場所に到達した時にＣ種優先株式取得

請求の効力が生じる。 

 (23) 普通株式を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、2029年10月１日以降の日で、当会社が別途取締役会の決議で定める一定の

日（以下「株式対価強制取得日」という｡）に、交付する当会社の普通株式の数が当

該株式対価強制取得日における剰余授権株式数を超えない限度で、当会社の普通株式

を交付するのと引換えに、Ｃ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。こ

の場合、当会社は、Ｃ種優先株式の取得と引換えに、当該Ｃ種優先株式に係る払込金

額の総額（ただし、Ｃ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の

51 



 

総額とする｡）を、株式対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の

東京証券取引所における当会社の普通株式の各取引日のＶＷＡＰ価格として東京証券

取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30連続取引日において

東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存在する場合には、上記単

純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価格を算出するものとする。円

位未満小数第２位まで算出して小数第２位を四捨五入する｡）に相当する金額（ただ

し、当該金額が下限転換価額を下回る場合には、下限転換価額とする｡）又はその直

近の修正後転換価額のいずれか低い方の金額で除した数の当会社の普通株式を交付す

る。なお、当該株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じた場合には、会社法第

234条に従い現金を交付する。 

  b.一部強制取得 

Ｃ種優先株式の一部につき本項に基づく取得を行う場合は、按分比例、抽選その他当

会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行うものとする。 

 (24) 除斥期間 

当会社定款の配当金の除斥期間に関する規定は、Ｃ種優先配当及びＣ種優先中間配当

に係る支払いについてこれを準用する。 

 (25) その他 

上記に定めるものの他、本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定に

ついては、代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、

当会社株主総会において定款変更を含むＣ種優先株式の発行に必要な議案が承認され

ること及び関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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4. 優先株式発行要項（Ｄ種優先株式） 

(1) 募集株式の種類  株式会社ＣＳＫホールディングスＤ種優先株式（以下「Ｄ種

優先株式」という｡） 

(2) 募集株式の数  2,273株 

(3) 募集株式の払込金額  １株につき1,100,000円 

(4) 払込金額の総額  2,500,300,000円 

(5) 増加する資本金及び

資本準備金に関する

事項 

 増加する資本金の額は1,250,150,000円（１株につき550,000

円）とし、増加する資本準備金の額は1,250,150,000円（１株

につき550,000円）とする。 

(6) 申込期日  2009年９月30日 

(7) 払込期日  2009年９月30日 

(8) 募集方法  第三者割当の方法により、全てのＤ種優先株式を合同会社Ａ

ＣＡインベストメンツに割り当てる。 

 (9) Ｄ種優先株式に対する剰余金の配当（優先期末配当） 

  a.Ｄ種優先配当金 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年３月31日の最終の株

主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当をすると

きは、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＤ種優先株式を有する株主（以下 

｢Ｄ種優先株主」という｡）又はＤ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｄ種優先登録

株式質権者」という｡）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という｡）

又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という｡）に先立ち、

Ｄ種優先株式１株につき、本項第b.号に定める金額（以下「Ｄ種優先配当金額」とい

う｡）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｄ種優先配当」という｡）を行う。ただし、

当該事業年度において、第(10)項に従ってＤ種優先中間配当（第(10)項において定義

される｡）を行った場合には、当該Ｄ種優先中間配当の金額を控除した額をＤ種優先

配当金額とする。また、ある事業年度につき、Ｄ種優先配当金額とＤ種優先中間配当

の金額の合計額は110,000円（ただし、Ｄ種優先株式について、株式分割、併合その

他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理

的に調整された額とする｡）を上限とし、当該金額を超えて剰余金の配当を行わない。 

当会社は、上記に定めるＤ種優先配当以外には、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式

質権者に対し、剰余金の配当を行わない。 

  b.剰余金の配当を行う場合のＤ種優先配当金の金額 

Ｄ種優先配当金額は、Ｄ種優先株式の１株当たりの払込金額（1,100,000円。ただし、

Ｄ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発

生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当

年率（以下に定義される｡）を乗じて算出した額（ただし、１円未満は切り捨て）と

する。 

｢優先配当年率」とは、Ｄ種優先配当又はＤ種優先中間配当の基準日の属する事業年

度の４月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の日本円ＴＩＢＯＲ 

(６ヵ月物)（以下に定義される｡）＋0.5％の利率をいう。優先配当年率は％未満小数

第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

｢日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)」とは、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし

て全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ

月物）が公表されない場合には、同日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業

日）ロンドン時間午前11時にスクリーンページに表示されるユーロ円６ヵ月物ロンド
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ン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ（６ヵ月物)）と

して英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを

用いる。 

 (10) Ｄ種優先株式に対する剰余金の配当（優先中間配当） 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年９月30日の最終の株

主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、

同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＤ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権

者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｄ種優先株式１株につき、Ｄ

種優先株式の１株当たりの払込金額（1,100,000円。ただし、Ｄ種優先株式について、

株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社

取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当年率の２分の１を乗じて

算出した金額（ただし、１円未満は切り捨て）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｄ

種優先中間配当」という｡）を行う。 

 (11) 非累積条項 

ある事業年度において、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対して支払う剰

余金の額がＤ種優先配当金額に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積し

ない。 

 (12) 非参加条項 

Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対しては、Ｄ種優先配当金額を超えて剰

余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第

758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が

行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第

８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

 (13) 残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に

対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｄ種優先株式１株当たりの残余財

産分配価額として、1,100,000円（ただし、Ｄ種優先株式について、株式分割、併合

その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により

合理的に調整された額とする｡）を支払う。Ｄ種優先株式と同順位の他の優先株式そ

の他の証券（以下「同順位証券」という｡）が単一又は複数存在し、Ｄ種優先株式及

び同順位証券の保有者の有する残余財産分配請求権の額の合計額が当会社の残余財産

の額を超える場合には、Ｄ種優先株式及び同順位証券の保有者に対して支払われる残

余財産の分配価額は、その株数及びその払込金額に応じた比例按分の方法により決定

する。 

Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を

行わない。 

 (14) 優先順位 

Ｄ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、Ｃ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優

先株式と同順位とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に劣後する。また、Ｄ種優先株

式の残余財産の分配順位は、Ｃ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式と同順位

とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に優先する。 

 (15) 議決権 

Ｄ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

 (16) 譲渡制限 

譲渡によるＤ種優先株式の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。 

 (17) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｄ種優先株式について株式の分割又は併合を行

わない。 
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当会社は、Ｄ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の

割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行

わない。 

 (18) 金銭を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｄ種優先株主は、当会社に対し、2020年３月１日以降いつでも、当会社に対してＤ種

優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求（以下「金銭対

価取得請求」という｡）することができる。当会社は、かかる請求がなされた場合に

は、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」とい

う｡）における取得上限額（本(18)項第b.号において定義される｡）を限度として法令

上可能な範囲で、当該金銭対価取得請求日に、Ｄ種優先株式の全部又は一部の取得と

引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金

銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＤ種優先株式は金銭対価取

得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。 

  b.取得価額 

金銭対価取得請求が行われた場合におけるＤ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,100,000円（ただし、Ｄ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価取得請求日が属する事業年度末日を基準日とするＤ種

優先配当に係るＤ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含む｡）

から当該金銭対価取得請求日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算出した

額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

｢取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以

下「分配可能額計算日」という｡）における分配可能額（会社法第461条第２項に定め

るものをいう。以下同じ｡）を基準とし、当該分配可能額が150億円を超えている場合

において、当該分配可能額より150億円を控除した金額から、分配可能額計算日の翌

日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない｡）までの間において、(1)当会社株

式に対してなされた剰余金の配当、並びに(2)本(18)項若しくは第(19)項又はＡ種優

先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｅ種優先株式若しくはＦ種優先株式の発行要

項に基づいて金銭を対価として取得された、若しくは取得することを当会社取締役会

において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ

種優先株式及びＦ種優先株式の取得価額の合計を減じた額とする。ただし、取得上限

額がマイナスの場合は０円とする。 

  c.金銭対価取得請求の競合 

本(18)項に基づくＤ種優先株式の取得並びにこれと同一の日において取得されるべき

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種

優先株式の取得に必要な金額の合計が、当該日における取得上限額を超える場合、当

会社が取得すべき株式は、取得と引換えに金銭を交付することとなる各種優先株式の

取得に必要な金額に応じた比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理

的な方法によって取得がなされるものとする。 

 (19) 金銭を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の発行済株式の総数（ただし、当会社が保

有するＡ種優先株式及びＢ種優先株式の株式数を除く｡）が最初に零となった日以降
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いつでも（ただし、2014年４月１日以降に限る｡)、当会社の取締役会が別に定める日 

(以下「金銭対価強制取得日」という｡）の到来をもって、当会社がＤ種優先株式の全

部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を

限度として、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対して金銭を交付すること

ができる (以下「金銭対価強制取得」という｡)。なお、一部取得を行う場合において

取得するＤ種優先株式は、抽選、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な

方法によって決定されるものとする。 

  b.取得価額 

金銭対価強制取得が行われる場合におけるＤ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,100,000円（ただし、Ｄ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日を基準日とするＤ

種優先配当に係るＤ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含

む｡）から当該金銭対価強制取得日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算

出した額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

 (20) 普通株式を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｄ種優先株主は、2010年３月１日以降いつでも、本(20)項第c.号に定める条件で、当

会社がＤ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付

することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」といい、金銭対価取得

請求とあわせて ｢Ｄ種優先株式取得請求」という｡)。 

  b.株式対価取得請求の制限 
前号にかかわらず、株式対価取得請求の日（以下「株式対価取得請求日」という｡）
において、剰余授権株式数（以下に定義される｡）が請求対象普通株式総数（以下に
定義される｡）を下回る場合には、(ⅰ)Ｄ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株
式対価取得請求を行ったＤ種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株
式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切
り捨てる｡）のＤ種優先株式についてのみ、当該Ｄ種優先株主の株式対価取得請求に
基づくＤ種優先株式の取得の効力が生じるものとし、取得の効力が生じるＤ種優先株
式以外の株式対価取得請求に係るＤ種優先株式については、株式対価取得請求がされ
なかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＤ種優先株式
は、抽選、株式対価取得請求がなされたＤ種優先株式の数に応じた比例按分その他当
会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。また、株式対
価取得請求に係るＤ種優先株式を当会社が取得と同時に消却する場合、かかる消却に
よる発行済株式総数の減少を考慮して、取得の効力が生じるＤ種優先株式の数を決す
る。 
｢剰余授権株式数」とは、(ⅰ)当該株式対価取得請求日における定款に定める当会社
の発行可能株式総数より、(ⅱ)①当該株式対価取得請求日における発行済株式の総数 
(自己株式を除く｡)、及び②当該株式対価取得請求日に発行されている新株予約権 
(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。ただし、当該株式対価取得請求日
において行使することができる期間の初日が到来していないものを除く｡）の全てが
行使されたものとみなした場合に発行されるべき株式の数の合計数を控除した数をい
う。 
｢請求対象普通株式総数」とは、Ｄ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株式対価
取得請求を行ったＤ種優先株式に係る払込金額の総額（ただし、Ｄ種優先株式につい
て、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当
会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする｡）を、当該株式対価取得請
求日における下記(20)項第c.号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位
まで算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）の総数をいう。 

  c.株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法 
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上記(20)項第a.号の株式対価取得請求に基づき当会社がＤ種優先株式の取得と引換え
にＤ種優先株主に対し交付すべき当会社の普通株式数は、当該Ｄ種優先株式に係る払
込金額の総額（ただし、Ｄ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額の総額とする｡）を、本号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位ま
で算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）とする。なお、Ｄ種優先株式を取得する
のと引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、
会社法第167条第３項に従い現金を交付する。 

   (a) 当初転換価額 

     当初の転換価額は、110円とする。 

   (b) 転換価額の修正 

転換価額は、2011年以降毎年３月１日に、当該日に先立つ45取引日目に始まる30

連続取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という｡）にお

ける当会社の普通株式の各取引日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ価格｣ 

という｡）として東京証券取引所において公表される価格の単純平均価格（ただ

し、上記30連続取引日において東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表され

ない日が存在する場合には、上記単純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた

単純平均価格を算出するものとする｡）に相当する金額（以下「修正後転換価額｣ 

という｡）に修正される。その計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入する。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換

価額を上回る場合には当初転換価額をもって修正後転換価額とし、修正後転換価

額が当初転換価額の70％に相当する金額（以下「下限転換価額」という。ただし、

下記(c)に定める転換価額の調整が行われた場合には下限転換価額にも必要な調

整が行われる｡）を下回る場合には下限転換価額をもって修正後転換価額とする。 

   (c) 転換価額の調整 

    ⅰ．転換価額調整式 

当会社は、Ｄ種優先株式の発行後、下記本号ⅱ.に掲げる各事由により当会社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整す

る。転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 
 
   交付株式数 × １株当たりの払込金額 既発行

株式数
＋

時価 調 整 後
転換価額

＝ 
調 整 前 
転換価額 

×
既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 
上記転換価額調整式において使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用す

る日（ただし、下記本号ⅲ.の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 

(気配表示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

上記転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該

基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における

当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通

57 



 

株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記本号ⅱ.又は本号ⅲ.に基づき交

付株式数とみなされた当会社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の

普通株式の株式数を加えた数とする。また、当会社の普通株式の株式分割が行

われる場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当

会社の有する当会社の普通株式に割当てられる当会社の普通株式数を含まない

ものとする。 

    ⅱ．転換価額調整事由 

転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交

付する場合（ただし、下記本号(ⅱ)の場合、取得と引換えに当会社の普通

株式が交付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当

会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権を含む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又

は当会社が存続会社となる合併若しくは完全親会社となる株式交換により

当会社の普通株式を交付する場合を除く｡)。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。

ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合。 

調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌

日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを

適用する。ただし、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普

通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付す

る定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株

予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本号ⅰ.

に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けること

ができる新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を

発行する場合。 

調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条

項付新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新

株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初

の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の

翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適

用する。 
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(ⅳ) 普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の

算式により、転換価額を調整する。 
 

併合前発行済普通株式数 
調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×

併合後発行済普通株式数 
 

    ⅲ．その他の転換価額の調整 

上記本号ⅱ.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な転換価額に調整を行う。 

(ⅰ) 合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割

のために転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ

く調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に

よる影響を考慮する必要があるとき。 

    ⅳ．転換価額による調整を行わない場合 

転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差

額が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、

かかる調整後転換価額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した

場合の転換価額調整式において調整前転換価額とする。 

    ⅴ．転換価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ｄ種

優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整

後の転換価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

  d.株式対価取得請求等の競合 

本(20)項に基づくＤ種優先株式の株式対価取得請求日にＤ種優先株式の取得の対価と

して交付されるべき普通株式数、並びにこれと同一の日において取得されるべきＡ種

優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先

株式の取得の対価として交付されるべき普通株式数の合計数が剰余授権株式数を上回

る場合には、取得と引換えに当会社の発行が予定されている普通株式の株数に応じた

比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行

うものとする。 

 (21) Ｄ種優先株式取得請求受付場所 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 (22) Ｄ種優先株式取得請求の効力発生 

取得請求書が所定のＤ種優先株式取得請求受付場所に到達した時にＤ種優先株式取得

請求の効力が生じる。 

 (23) 普通株式を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、2029年10月１日以降の日で、当会社が別途取締役会の決議で定める一定の

日（以下「株式対価強制取得日」という｡）に、交付する当会社の普通株式の数が当

該株式対価強制取得日における剰余授権株式数を超えない限度で、当会社の普通株式

を交付するのと引換えに、Ｄ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。こ

の場合、当会社は、Ｄ種優先株式の取得と引換えに、当該Ｄ種優先株式に係る払込金

額の総額（ただし、Ｄ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の
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総額とする｡）を、株式対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の

東京証券取引所における当会社の普通株式の各取引日のＶＷＡＰ価格として東京証券

取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30連続取引日において

東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存在する場合には、上記単

純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価格を算出するものとする。円

位未満小数第２位まで算出して小数第２位を四捨五入する｡）に相当する金額（ただ

し、当該金額が下限転換価額を下回る場合には、下限転換価額とする｡）又はその直

近の修正後転換価額のいずれか低い方の金額で除した数の当会社の普通株式を交付す

る。なお、当該株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じた場合には、会社法第

234条に従い現金を交付する。 

  b.一部強制取得 

Ｄ種優先株式の一部につき本項に基づく取得を行う場合は、按分比例、抽選その他当

会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行うものとする。 

 (24) 除斥期間 

当会社定款の配当金の除斥期間に関する規定は、Ｄ種優先配当及びＤ種優先中間配当

に係る支払いについてこれを準用する。 

 (25) その他 

上記に定めるものの他、本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定に

ついては、代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、

当会社株主総会において定款変更を含むＤ種優先株式の発行に必要な議案が承認され

ること及び関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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5. 優先株式発行要項（Ｅ種優先株式） 

(1) 募集株式の種類  株式会社ＣＳＫホールディングスＥ種優先株式（以下「Ｅ種

優先株式」という｡） 

(2) 募集株式の数  5,000株 

(3) 募集株式の払込金額  １株につき1,100,000円 

(4) 払込金額の総額  5,500,000,000円 

(5) 増加する資本金及び

資本準備金に関する

事項 

 増加する資本金の額は2,750,000,000円（１株につき550,000

円）とし、増加する資本準備金の額は2,750,000,000円（１株

につき550,000円）とする。 

(6) 申込期日  2009年９月30日 

(7) 払込期日  2009年９月30日 

(8) 募集方法  第三者割当の方法により、全てのＥ種優先株式を合同会社Ａ

ＣＡインベストメンツに割り当てる。 

 (9) Ｅ種優先株式に対する剰余金の配当（優先期末配当） 

  a.Ｅ種優先配当金 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年３月31日の最終の株

主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当をすると

きは、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＥ種優先株式を有する株主（以下 

｢Ｅ種優先株主」という｡）又はＥ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｅ種優先登録

株式質権者」という｡）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という｡）

又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という｡）に先立ち、

Ｅ種優先株式１株につき、本項第b.号に定める金額（以下「Ｅ種優先配当金額」とい

う｡）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｅ種優先配当」という｡）を行う。ただし、

当該事業年度において、第(10)項に従ってＥ種優先中間配当（第(10)項において定義

される｡）を行った場合には、当該Ｅ種優先中間配当の金額を控除した額をＥ種優先

配当金額とする。また、ある事業年度につき、Ｅ種優先配当金額とＥ種優先中間配当

の金額の合計額は110,000円（ただし、Ｅ種優先株式について、株式分割、併合その

他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理

的に調整された額とする｡）を上限とし、当該金額を超えて剰余金の配当を行わない。 

当会社は、上記に定めるＥ種優先配当以外には、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式

質権者に対し、剰余金の配当を行わない。 

  b.剰余金の配当を行う場合のＥ種優先配当金の金額 
Ｅ種優先配当金額は、Ｅ種優先株式の１株当たりの払込金額（1,100,000円。ただし、
Ｅ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発
生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当
年率（以下に定義される｡）を乗じて算出した額（ただし、１円未満は切り捨て）と
する。 
｢優先配当年率」とは、Ｅ種優先配当又はＥ種優先中間配当の基準日の属する事業年
度の４月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の日本円ＴＩＢＯＲ 
(６ヵ月物)（以下に定義される｡）＋0.5％の利率をいう。優先配当年率は％未満小数
第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 
｢日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)」とは、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョ
ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし
て全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ
月物）が公表されない場合には、同日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業
日）ロンドン時間午前11時にスクリーンページに表示されるユーロ円６ヵ月物ロンド
ン・インターバンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし
て英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを用
いる。 
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 (10) Ｅ種優先株式に対する剰余金の配当（優先中間配当） 
当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年９月30日の最終の株
主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、
同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＥ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権
者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｅ種優先株式１株につき、Ｅ
種優先株式の１株当たりの払込金額（1,100,000円。ただし、Ｅ種優先株式について、
株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社
取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当年率の２分の１を乗じて
算出した金額（ただし、１円未満は切り捨て）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｅ
種優先中間配当」という｡）を行う。 

 (11) 非累積条項 
ある事業年度において、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対して支払う剰
余金の額がＥ種優先配当金額に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積し
ない。 

 (12) 非参加条項 
Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対しては、Ｅ種優先配当金額を超えて剰
余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第
758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が
行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第
８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

 (13) 残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に

対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｅ種優先株式１株当たりの残余財

産分配価額として、1,100,000円（ただし、Ｅ種優先株式について、株式分割、併合

その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により

合理的に調整された額とする｡）を支払う。Ｅ種優先株式と同順位の他の優先株式そ

の他の証券（以下「同順位証券」という｡）が単一又は複数存在し、Ｅ種優先株式及

び同順位証券の保有者の有する残余財産分配請求権の額の合計額が当会社の残余財産

の額を超える場合には、Ｅ種優先株式及び同順位証券の保有者に対して支払われる残

余財産の分配価額は、その株数及びその払込金額に応じた比例按分の方法により決定

する。 

Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を

行わない。 

 (14) 優先順位 

Ｅ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＦ種優

先株式と同順位とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に劣後する。また、Ｅ種優先株

式の残余財産の分配順位は、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＦ種優先株式と同順位

とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に優先する。 

 (15) 議決権 

Ｅ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

 (16) 譲渡制限 

譲渡によるＥ種優先株式の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。 

 (17) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｅ種優先株式について株式の分割又は併合を行

わない。 

当会社は、Ｅ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の

割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行

わない。 
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 (18) 金銭を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｅ種優先株主は、当会社に対し、2020年３月１日以降いつでも、当会社に対してＥ種

優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求（以下「金銭対

価取得請求」という｡）することができる。当会社は、かかる請求がなされた場合に

は、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」とい

う｡）における取得上限額（本(18)項第b.号において定義される｡）を限度として法令

上可能な範囲で、当該金銭対価取得請求日に、Ｅ種優先株式の全部又は一部の取得と

引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金

銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＥ種優先株式は金銭対価取

得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。 

  b.取得価額 

金銭対価取得請求が行われた場合におけるＥ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,100,000円（ただし、Ｅ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価取得請求日が属する事業年度末日を基準日とするＥ種

優先配当に係るＥ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含む｡）

から当該金銭対価取得請求日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算出した

額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

｢取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以

下「分配可能額計算日」という｡）における分配可能額（会社法第461条第２項に定め

るものをいう。以下同じ｡）を基準とし、当該分配可能額が150億円を超えている場合

において、当該分配可能額より150億円を控除した金額から、分配可能額計算日の翌

日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない｡）までの間において、(1)当会社株

式に対してなされた剰余金の配当、並びに(2)本(18)項若しくは第(19)項又はＡ種優

先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、若しくはＦ種優先株式の発行

要項に基づいて金銭を対価として取得された、若しくは取得することを当会社取締役

会において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、

Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式の取得価額の合計を減じた額とする。ただし、取得上

限額がマイナスの場合は０円とする。 

  c.金銭対価取得請求の競合 

本(18)項に基づくＥ種優先株式の取得並びにこれと同一の日において取得されるべき

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種

優先株式の取得に必要な金額の合計が、当該日における取得上限額を超える場合、当

会社が取得すべき株式は、取得と引換えに金銭を交付することとなる各種優先株式の

取得に必要な金額に応じた比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理

的な方法によって取得がなされるものとする。 

 (19) 金銭を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の発行済株式の総数（ただし、当会社が保

有するＡ種優先株式及びＢ種優先株式の株式数を除く｡）が最初に零となった日以降

いつでも（ただし、2014年４月１日以降に限る｡)、当会社の取締役会が別に定める日 

(以下「金銭対価強制取得日｣ という｡）の到来をもって、当会社がＥ種優先株式の全

部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を
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限度として、Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対して金銭を交付すること

ができる (以下「金銭対価強制取得」という｡)。なお、一部取得を行う場合において

取得するＥ種優先株式は、抽選、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な

方法によって決定されるものとする。 

  b.取得価額 

金銭対価強制取得が行われる場合におけるＥ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,100,000円（ただし、Ｅ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日を基準日とするＥ

種優先配当に係るＥ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含

む｡）から当該金銭対価強制取得日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算

出した額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

 (20) 普通株式を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｅ種優先株主は、2011年９月１日以降いつでも、本(20)項第c.号に定める条件で、当

会社がＥ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付

することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」といい、金銭対価取得

請求とあわせて ｢Ｅ種優先株式取得請求」という｡)。 

  b.株式対価取得請求の制限 
前号にかかわらず、株式対価取得請求の日（以下「株式対価取得請求日」という｡）
において、剰余授権株式数（以下に定義される｡）が請求対象普通株式総数（以下に
定義される｡）を下回る場合には、(ｉ)Ｅ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株
式対価取得請求を行ったＥ種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株
式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切
り捨てる｡）のＥ種優先株式についてのみ、当該Ｅ種優先株主の株式対価取得請求に
基づくＥ種優先株式の取得の効力が生じるものとし、取得の効力が生じるＥ種優先株
式以外の株式対価取得請求に係るＥ種優先株式については、株式対価取得請求がされ
なかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＥ種優先株式
は、抽選、株式対価取得請求がなされたＥ種優先株式の数に応じた比例按分その他当
会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。また、株式対
価取得請求に係るＥ種優先株式を当会社が取得と同時に消却する場合、かかる消却に
よる発行済株式総数の減少を考慮して、取得の効力が生じるＥ種優先株式の数を決す
る。 
｢剰余授権株式数」とは、(ｉ)当該株式対価取得請求日における定款に定める当会社
の発行可能株式総数より、(ⅱ)①当該株式対価取得請求日における発行済株式の総数
(自己株式を除く｡)、及び②当該株式対価取得請求日に発行されている新株予約権 
(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。ただし、当該株式対価取得請求日
において行使することができる期間の初日が到来していないものを除く｡）の全てが
行使されたものとみなした場合に発行されるべき株式の数の合計数を控除した数をい
う。 
｢請求対象普通株式総数」とは、Ｅ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株式対価
取得請求を行ったＥ種優先株式に係る払込金額の総額（ただし、Ｅ種優先株式につい
て、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当
会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする｡）を、当該株式対価取得請
求日における下記(20)項第c.号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位
まで算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）の総数をいう。 

  c.株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法 
上記(20)項第a.号の株式対価取得請求に基づき当会社がＥ種優先株式の取得と引換え
にＥ種優先株主に対し交付すべき当会社の普通株式数は、当該Ｅ種優先株式に係る払
込金額の総額（ただし、Ｅ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
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に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額の総額とする｡）を、本号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位ま
で算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）とする。なお、Ｅ種優先株式を取得する
のと引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、
会社法第167条第３項に従い現金を交付する。 

   (a) 当初転換価額 

     当初の転換価額は、110円とする。 

   (b) 転換価額の修正 

転換価額は、2012年以降毎年３月１日に、当該日に先立つ45取引日目に始まる30

連続取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という｡）にお

ける当会社の普通株式の各取引日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ価格」

という｡）として東京証券取引所において公表される価格の単純平均価格（ただ

し、上記30連続取引日において東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表され

ない日が存在する場合には、上記単純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた

単純平均価格を算出するものとする｡）に相当する金額（以下「修正後転換価額｣ 

という｡）に修正される。その計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入する。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換

価額を上回る場合には当初転換価額をもって修正後転換価額とし、修正後転換価

額が当初転換価額の70％に相当する金額（以下「下限転換価額」という。ただし、

下記(c)に定める転換価額の調整が行われた場合には下限転換価額にも必要な調

整が行われる｡）を下回る場合には下限転換価額をもって修正後転換価額とする。 

   (c) 転換価額の調整 

    ⅰ．転換価額調整式 

当会社は、Ｅ種優先株式の発行後、下記本号ⅱ.に掲げる各事由により当会社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整す

る。転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 
 
   交付株式数 × １株当たりの払込金額 既発行

株式数
＋

時価 調 整 後
転換価額

＝ 
調 整 前 
転換価額 

×
既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 
上記転換価額調整式において使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用す

る日（ただし、下記本号ⅲ.の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 

(気配表示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

上記転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該

基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における

当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通

株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記本号ⅱ.又は本号ⅲ.に基づき交

付株式数とみなされた当会社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の

65 



 

普通株式の株式数を加えた数とする。また、当会社の普通株式の株式分割が行

われる場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当

会社の有する当会社の普通株式に割当てられる当会社の普通株式数を含まない

ものとする。 

    ⅱ．転換価額調整事由 

転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交

付する場合（ただし、下記本号(ⅱ)の場合、取得と引換えに当会社の普通

株式が交付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当

会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権を含む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又

は当会社が存続会社となる合併若しくは完全親会社となる株式交換により

当会社の普通株式を交付する場合を除く｡)。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。

ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合。 
調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌
日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを
適用する。ただし、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普
通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、
基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付す
る定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株
予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本号ⅰ.
に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けること
ができる新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を
発行する場合。 
調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条
項付新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新
株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初
の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも
のとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の
翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受
ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適
用する。 

(ⅳ) 普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の
算式により、転換価額を調整する。 

 
併合前発行済普通株式数 

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
併合後発行済普通株式数 

 
    ⅲ．その他の転換価額の調整 

上記本号ⅱ.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な転換価額に調整を行う。 

(ⅰ) 合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割
のために転換価額の調整を必要とするとき。 
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(ⅱ) その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に
より転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ
く調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に
よる影響を考慮する必要があるとき。 

    ⅳ．転換価額による調整を行わない場合 

転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差

額が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、

かかる調整後転換価額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した

場合の転換価額調整式において調整前転換価額とする。 

    ⅴ．転換価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ｅ種

優先株主又はＥ種優先登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整

後の転換価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

  d.株式対価取得請求等の競合 

本(20)項に基づくＥ種優先株式の株式対価取得請求日にＥ種優先株式の取得の対価と

して交付されるべき普通株式数、並びにこれと同一の日において取得されるべきＡ種

優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先

株式の取得の対価として交付されるべき普通株式数の合計数が剰余授権株式数を上回

る場合には、取得と引換えに当会社の発行が予定されている普通株式の株数に応じた

比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行

うものとする。 

 (21) Ｅ種優先株式取得請求受付場所 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 (22) Ｅ種優先株式取得請求の効力発生 

取得請求書が所定のＥ種優先株式取得請求受付場所に到達した時にＥ種優先株式取得

請求の効力が生じる。 

 (23) 普通株式を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、2029年10月１日以降の日で、当会社が別途取締役会の決議で定める一定の

日（以下「株式対価強制取得日」という｡）に、交付する当会社の普通株式の数が当

該株式対価強制取得日における剰余授権株式数を超えない限度で、当会社の普通株式

を交付するのと引換えに、Ｅ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。こ

の場合、当会社は、Ｅ種優先株式の取得と引換えに、当該Ｅ種優先株式に係る払込金

額の総額（ただし、Ｅ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の

総額とする｡）を、株式対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の

東京証券取引所における当会社の普通株式の各取引日のＶＷＡＰ価格として東京証券

取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30連続取引日において

東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存在する場合には、上記単

純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価格を算出するものとする。円

位未満小数第２位まで算出して小数第２位を四捨五入する｡）に相当する金額（ただ

し、当該金額が下限転換価額を下回る場合には、下限転換価額とする｡）又はその直

近の修正後転換価額のいずれか低い方の金額で除した数の当会社の普通株式を交付す

る。なお、当該株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じた場合には、会社法第

67 



 

234条に従い現金を交付する。 

  b.一部強制取得 

Ｅ種優先株式の一部につき本項に基づく取得を行う場合は、按分比例、抽選その他当

会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行うものとする。 

 (24) 除斥期間 

当会社定款の配当金の除斥期間に関する規定は、Ｅ種優先配当及びＥ種優先中間配当

に係る支払いについてこれを準用する。 

 (25) その他 

上記に定めるものの他、本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定に

ついては、代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、

当会社株主総会において定款変更を含むＥ種優先株式の発行に必要な議案が承認され

ること及び関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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6. 優先株式発行要項（Ｆ種優先株式） 

(1) 募集株式の種類  株式会社ＣＳＫホールディングスＦ種優先株式（以下「Ｆ種

優先株式」という｡） 

(2) 募集株式の数  5,000株 

(3) 募集株式の払込金額  １株につき1,100,000円 

(4) 払込金額の総額  5,500,000,000円 

(5) 増加する資本金及び

資本準備金に関する

事項 

 増加する資本金の額は2,750,000,000円（１株につき550,000

円）とし、増加する資本準備金の額は2,750,000,000円（１株

につき550,000円）とする。 

(6) 申込期日  2009年９月30日 

(7) 払込期日  2009年９月30日 

(8) 募集方法  第三者割当の方法により、全てのＦ種優先株式を合同会社Ａ

ＣＡインベストメンツに割り当てる。 

 (9) Ｆ種優先株式に対する剰余金の配当（優先期末配当） 

  a.Ｆ種優先配当金 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年３月31日の最終の株

主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当をすると

きは、同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＦ種優先株式を有する株主（以下 

｢Ｆ種優先株主」という｡）又はＦ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｆ種優先登録

株式質権者」という｡）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という｡）

又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という｡）に先立ち、

Ｆ種優先株式１株につき、本項第b.号に定める金額（以下「Ｆ種優先配当金額」とい

う｡）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｆ種優先配当」という｡）を行う。ただし、

当該事業年度において、第(10)項に従ってＦ種優先中間配当（第(10)項において定義

される｡）を行った場合には、当該Ｆ種優先中間配当の金額を控除した額をＦ種優先

配当金額とする。また、ある事業年度につき、Ｆ種優先配当金額とＦ種優先中間配当

の金額の合計額は110,000円（ただし、Ｆ種優先株式について、株式分割、併合その

他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理

的に調整された額とする｡）を上限とし、当該金額を超えて剰余金の配当を行わない。 

当会社は、上記に定めるＦ種優先配当以外には、Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式

質権者に対し、剰余金の配当を行わない。 

  b.剰余金の配当を行う場合のＦ種優先配当金の金額 

Ｆ種優先配当金額は、Ｆ種優先株式の１株当たりの払込金額（1,100,000円。ただし、

Ｆ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発

生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当

年率（以下に定義される｡）を乗じて算出した額（ただし、１円未満は切り捨て）と

する。 

｢優先配当年率」とは、Ｆ種優先配当又はＦ種優先中間配当の基準日の属する事業年

度の４月１日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業日）の日本円ＴＩＢＯＲ 

(６ヵ月物)（以下に定義される｡）＋0.5％の利率をいう。優先配当年率は％未満小数

第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

｢日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)」とは、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョ

ー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ月物)）とし

て全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円ＴＩＢＯＲ（６ヵ

月物）が公表されない場合には、同日（当日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業

日）ロンドン時間午前11時にスクリーンページに表示されるユーロ円６ヵ月物ロンド
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ン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ（６ヵ月物)）と

して英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを

用いる。 

 (10) Ｆ種優先株式に対する剰余金の配当（優先中間配当） 

当会社は、2014年４月１日から2019年３月31日までの期間、毎年９月30日の最終の株

主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、

同日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＦ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権

者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｆ種優先株式１株につき、Ｆ

種優先株式の１株当たりの払込金額（1,100,000円。ただし、Ｆ種優先株式について、

株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社

取締役会により合理的に調整された額とする｡）に優先配当年率の２分の１を乗じて

算出した金額（ただし、１円未満は切り捨て）の金銭による剰余金の配当（以下「Ｆ

種優先中間配当」という｡）を行う。 

 (11) 非累積条項 

ある事業年度において、Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に対して支払う剰

余金の額がＦ種優先配当金額に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積し

ない。 

 (12) 非参加条項 

Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に対しては、Ｆ種優先配当金額を超えて剰

余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第

758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が

行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第

８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。 

 (13) 残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に

対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｆ種優先株式１株当たりの残余財

産分配価額として、1,100,000円（ただし、Ｆ種優先株式について、株式分割、併合

その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により

合理的に調整された額とする｡）を支払う。Ｆ種優先株式と同順位の他の優先株式そ

の他の証券（以下「同順位証券」という｡）が単一又は複数存在し、Ｆ種優先株式及

び同順位証券の保有者の有する残余財産分配請求権の額の合計額が当会社の残余財産

の額を超える場合には、Ｆ種優先株式及び同順位証券の保有者に対して支払われる残

余財産の分配価額は、その株数及びその払込金額に応じた比例按分の方法により決定

する。 

Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を

行わない。 

 (14) 優先順位 

Ｆ種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＥ種優

先株式と同順位とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に劣後する。また、Ｆ種優先株

式の残余財産の分配順位は、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式及びＥ種優先株式と同順位

とし、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式に優先する。 

 (15) 議決権 

Ｆ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

 (16) 譲渡制限 

譲渡によるＦ種優先株式の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。 

 (17) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

当会社は、法令に定める場合を除き、Ｆ種優先株式について株式の分割又は併合を行

わない。 
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当会社は、Ｆ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の

割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行

わない。 

 (18) 金銭を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｆ種優先株主は、当会社に対し、2020年３月１日以降いつでも、当会社に対してＦ種

優先株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求（以下「金銭対

価取得請求」という｡）することができる。当会社は、かかる請求がなされた場合に

は、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」とい

う｡）における取得上限額（本(18)項第b.号において定義される｡）を限度として法令

上可能な範囲で、当該金銭対価取得請求日に、Ｆ種優先株式の全部又は一部の取得と

引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金

銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきＦ種優先株式は金銭対価取

得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決定する。 

  b.取得価額 

金銭対価取得請求が行われた場合におけるＦ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,100,000円（ただし、Ｆ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価取得請求日が属する事業年度末日を基準日とするＦ種

優先配当に係るＦ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含む｡）

から当該金銭対価取得請求日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算出した

額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

｢取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以

下「分配可能額計算日」という｡）における分配可能額（会社法第461条第２項に定め

るものをいう。以下同じ｡）を基準とし、当該分配可能額が150億円を超えている場合

において、当該分配可能額より150億円を控除した金額から、分配可能額計算日の翌

日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない｡）までの間において、(1)当会社株

式に対してなされた剰余金の配当、並びに(2)本(18)項若しくは第(19)項又はＡ種優

先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式若しくはＥ種優先株式の発行要

項に基づいて金銭を対価として取得された、若しくは取得することを当会社取締役会

において決議されたＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ

種優先株式及びＦ種優先株式の取得価額の合計を減じた額とする。ただし、取得上限

額がマイナスの場合は０円とする。 

  c.金銭対価取得請求の競合 

本(18)項に基づくＦ種優先株式の取得並びにこれと同一の日において取得されるべき

Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種

優先株式の取得に必要な金額の合計が、当該日における取得上限額を超える場合、当

会社が取得すべき株式は、取得と引換えに金銭を交付することとなる各種優先株式の

取得に必要な金額に応じた比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理

的な方法によって取得がなされるものとする。 

 (19) 金銭を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の発行済株式の総数（ただし、当会社が保

有するＡ種優先株式及びＢ種優先株式の株式数を除く｡）が最初に零となった日以降
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いつでも（ただし、2014年４月１日以降に限る｡)、当会社の取締役会が別に定める日 

(以下「金銭対価強制取得日」という｡）の到来をもって、当会社がＦ種優先株式の全

部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における分配可能額を

限度として、Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に対して金銭を交付すること

ができる（以下「金銭対価強制取得」という｡)。なお、一部取得を行う場合において

取得するＦ種優先株式は、抽選、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な

方法によって決定されるものとする。 

  b.取得価額 

金銭対価強制取得が行われる場合におけるＦ種優先株式１株当たりの取得価額は、

1,100,000円（ただし、Ｆ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的

に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された

額とする｡）に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日を基準日とするＦ

種優先配当に係るＦ種優先配当金額に当該事業年度に属する４月１日（同日を含

む｡）から当該金銭対価強制取得日（同日を含む｡）までの日数を乗じ365で除して算

出した額（１円未満は四捨五入）を加えた金額とする。 

 (20) 普通株式を対価とする取得請求権 

  a.取得請求権の内容 

Ｆ種優先株主は、2013年３月１日以降いつでも、本(20)項第c.号に定める条件で、当

会社がＦ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付

することを請求することができる（以下「株式対価取得請求」といい、金銭対価取得

請求とあわせて ｢Ｆ種優先株式取得請求」という｡)。 

  b.株式対価取得請求の制限 
前号にかかわらず、株式対価取得請求の日（以下「株式対価取得請求日」という｡）
において、剰余授権株式数（以下に定義される｡）が請求対象普通株式総数（以下に
定義される｡）を下回る場合には、(ｉ)Ｆ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株
式対価取得請求を行ったＦ種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株
式総数で除して得られる数を乗じた数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切
り捨てる｡）のＦ種優先株式についてのみ、当該Ｆ種優先株主の株式対価取得請求に
基づくＦ種優先株式の取得の効力が生じるものとし、取得の効力が生じるＦ種優先株
式以外の株式対価取得請求に係るＦ種優先株式については、株式対価取得請求がされ
なかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するＦ種優先株式
は、抽選、株式対価取得請求がなされたＦ種優先株式の数に応じた比例按分その他当
会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。また、株式対
価取得請求に係るＦ種優先株式を当会社が取得と同時に消却する場合、かかる消却に
よる発行済株式総数の減少を考慮して、取得の効力が生じるＦ種優先株式の数を決す
る。 
｢剰余授権株式数」とは、(ｉ)当該株式対価取得請求日における定款に定める当会社
の発行可能株式総数より、(ⅱ)①当該株式対価取得請求日における発行済株式の総数
(自己株式を除く｡)、及び②当該株式対価取得請求日に発行されている新株予約権 
(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。ただし、当該株式対価取得請求日
において行使することができる期間の初日が到来していないものを除く｡）の全てが
行使されたものとみなした場合に発行されるべき株式の数の合計数を控除した数をい
う。 
｢請求対象普通株式総数」とは、Ｆ種優先株主が当該株式対価取得請求日に株式対価
取得請求を行ったＦ種優先株式に係る払込金額の総額（ただし、Ｆ種優先株式につい
て、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当
会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする｡）を、当該株式対価取得請
求日における下記(20)項第c.号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位
まで算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）の総数をいう。 

  c.株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法 
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上記(20)項第a.号の株式対価取得請求に基づき当会社がＦ種優先株式の取得と引換え
にＦ種優先株主に対し交付すべき当会社の普通株式数は、当該Ｆ種優先株式に係る払
込金額の総額（ただし、Ｆ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的
に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された
額の総額とする｡）を、本号に定める転換価額で除して算出される数（小数第１位ま
で算出し、その小数第１位を切り捨てる｡）とする。なお、Ｆ種優先株式を取得する
のと引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、
会社法第167条第３項に従い現金を交付する。 

   (a) 当初転換価額 

     当初の転換価額は、110円とする。 

   (b) 転換価額の修正 

転換価額は、2014年以降毎年３月１日に、当該日に先立つ45取引日目に始まる30

連続取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という｡）にお

ける当会社の普通株式の各取引日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ価格」

という｡）として東京証券取引所において公表される価格の単純平均価格（ただ

し、上記30連続取引日において東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表され

ない日が存在する場合には、上記単純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた

単純平均価格を算出するものとする｡）に相当する金額（以下「修正後転換価額｣ 

という｡）に修正される。その計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入する。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が当初転換

価額を上回る場合には当初転換価額をもって修正後転換価額とし、修正後転換価

額が当初転換価額の70％に相当する金額（以下「下限転換価額」という。ただし、

下記(c)に定める転換価額の調整が行われた場合には下限転換価額にも必要な調

整が行われる｡）を下回る場合には下限転換価額をもって修正後転換価額とする。 

   (c) 転換価額の調整 

    ⅰ．転換価額調整式 

当会社は、Ｆ種優先株式の発行後、下記本号ⅱ.に掲げる各事由により当会社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整す

る。転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 
 
   交付株式数 × １株当たりの払込金額 既発行

株式数
＋

時価 調 整 後
転換価額

＝ 
調 整 前 
転換価額 

×
既発行株式数 ＋ 交付株式数 

 
上記転換価額調整式において使用する「時価」は、調整後の転換価額を適用す

る日（ただし、下記本号ⅲ.の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 

(気配表示を含む｡）の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

上記転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当会社の普通株式の株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該

基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における

当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通
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株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記本号ⅱ.又は本号ⅲ.に基づき交

付株式数とみなされた当会社の普通株式のうち未だ交付されていない当会社の

普通株式の株式数を加えた数とする。また、当会社の普通株式の株式分割が行

われる場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当

会社の有する当会社の普通株式に割当てられる当会社の普通株式数を含まない

ものとする｡ 

    ⅱ．転換価額調整事由 

転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の

適用時期については、次に定めるところによる。 

(ⅰ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を交

付する場合（ただし、下記本号(ⅱ)の場合、取得と引換えに当会社の普通

株式が交付される証券の取得により当会社の普通株式を交付する場合、当

会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権を含む｡）の行使により当会社の普通株式を交付する場合又

は当会社が存続会社となる合併若しくは完全親会社となる株式交換により

当会社の普通株式を交付する場合を除く｡)。 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたとき

は当該払込期間の最終日とする。以下同じ｡）の翌日以降これを適用する。

ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 当会社の普通株式の株式分割又は当会社の普通株式の無償割当てをする場合。 

調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌

日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを

適用する。ただし、当会社の普通株式の無償割当てについて、当会社の普

通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、

基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 上記本号ⅰ.に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付す

る定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株

予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は上記本号ⅰ.

に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の交付を受けること

ができる新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）を

発行する場合。 

調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条

項付新株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）又は新

株予約権（新株予約権付社債に付された新株予約権を含む｡）の全てが当初

の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するも

のとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）の

翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株式の株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適

用する。 

(ⅳ) 普通株式の株式併合を行うときは、株式併合の効力発生の時をもって次の

算式により、転換価額を調整する。 
 

併合前発行済普通株式数 
調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×

併合後発行済普通株式数 
 

    ⅲ．その他の転換価額の調整 
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上記本号ⅱ.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当会社は、当会社取締役会が判断する合理的な転換価額に調整を行う。 

(ⅰ) 合併（合併により当会社が消滅する場合を除く｡)、株式交換又は会社分割

のために転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅱ) その他当会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ

く調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に

よる影響を考慮する必要があるとき。 

    ⅳ．転換価額による調整を行わない場合 

転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差

額が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、

かかる調整後転換価額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した

場合の転換価額調整式において調整前転換価額とする。 

    ⅴ．転換価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、Ｆ種

優先株主又はＦ種優先登録株式質権者に対して、その旨並びにその事由、調整

後の転換価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。 

  d.株式対価取得請求等の競合 

本(20)項に基づくＦ種優先株式の株式対価取得請求日にＦ種優先株式の取得の対価と

して交付されるべき普通株式数、並びにこれと同一の日において取得されるべきＡ種

優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先

株式の取得の対価として交付されるべき普通株式数の合計数が剰余授権株式数を上回

る場合には、取得と引換えに当会社の発行が予定されている普通株式の株数に応じた

比例按分の方法又はその他当会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行

うものとする。 

 (21) Ｆ種優先株式取得請求受付場所 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

 (22) Ｆ種優先株式取得請求の効力発生 

取得請求書が所定のＦ種優先株式取得請求受付場所に到達した時にＦ種優先株式取得

請求の効力が生じる。 

 (23) 普通株式を対価とする取得条項 

  a.取得条項の内容 

当会社は、2029年10月１日以降の日で、当会社が別途取締役会の決議で定める一定の

日（以下「株式対価強制取得日」という｡）に、交付する当会社の普通株式の数が当

該株式対価強制取得日における剰余授権株式数を超えない限度で、当会社の普通株式

を交付するのと引換えに、Ｆ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。こ

の場合、当会社は、Ｆ種優先株式の取得と引換えに、当該Ｆ種優先株式に係る払込金

額の総額（ただし、Ｆ種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必

要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の

総額とする｡）を、株式対価強制取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の

東京証券取引所における当会社の普通株式の各取引日のＶＷＡＰ価格として東京証券

取引所において公表される価格の単純平均価格（ただし、上記30連続取引日において

東京証券取引所においてＶＷＡＰ価格が公表されない日が存在する場合には、上記単

純平均価格の算出にあたり、当該日を除いた単純平均価格を算出するものとする。円
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位未満小数第２位まで算出して小数第２位を四捨五入する｡）に相当する金額（ただ

し、当該金額が下限転換価額を下回る場合には、下限転換価額とする｡）又はその直

近の修正後転換価額のいずれか低い方の金額で除した数の当会社の普通株式を交付す

る。なお、当該株式数の算出にあたり１株未満の端数が生じた場合には、会社法第

234条に従い現金を交付する。 

  b.一部強制取得 

Ｆ種優先株式の一部につき本項に基づく取得を行う場合は、按分比例、抽選その他当

会社の取締役会が定める合理的な方法によって取得を行うものとする。 

 (24) 除斥期間 

当会社定款の配当金の除斥期間に関する規定は、Ｆ種優先配当及びＦ種優先中間配当

に係る支払いについてこれを準用する。 

 (25) その他 

上記に定めるものの他、本第三者割当による新株式発行に必要な一切の事項の決定に

ついては、代表取締役及びその指名する者に一任する。また、上記各項については、

当会社株主総会において定款変更を含むＦ種優先株式の発行に必要な議案が承認され

ること及び関係法令に基づき必要な手続が完了していることを条件とする。 
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